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運用報告書（全体版） 

 
ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス 

 

 
 

第３期（決算日：2019年１月28日） 
 

 

 

受益者のみなさまへ 
 

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、お手持ちの「ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券イン

デックス」は、去る１月28日に第３期の決算を行いま

した。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。 

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。 

 

当ファンドの仕組みは次の通りです。 

商品分類 追加型投信／海外／債券／インデックス型 

信託期間 無期限（2016年７月１日設定） 

運用方針 

豪州債券インデックスマザーファンド受益証
券への投資を通じて、主として豪州の公社債
に投資を行い、ＦＴＳＥオーストラリア国債
インデックス（円換算ベース）に連動する投
資成果をめざして運用を行います。 
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を
維持することを基本とします。 
対象インデックスとの連動を維持するため、
先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が
100％を超える場合があります。 
実質組入外貨建資産については、原則として
為替ヘッジを行いません。 

主要運用対象 

ベ ビ ー
ファンド 

豪州債券インデックスマザー
ファンド受益証券を主要投資対
象とします。なお、豪州の公社債
に直接投資することがあります。 

マ ザ ー
ファンド 

豪州の公社債を主要投資対象と
します。 

主な組入制限 

ベ ビ ー
ファンド 

外貨建資産への実質投資割合に
制限を設けません。 

マ ザ ー
ファンド 

外貨建資産への投資割合に制限
を設けません。 

分配方針 

経費等控除後の配当等収益および売買益（評
価益を含みます。）等の全額を分配対象額と
し、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を
勘案して委託会社が決定します。ただし、分
配対象収益が少額の場合には分配を行わない
ことがあります。 
 

  
※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 
※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ

ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。 
詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

 

 分配金額の決定にあたっては、信託財産の
成長を優先し、原則として分配を抑制する
方針とします。（基準価額水準や市況動向等
により変更する場合があります。） 
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス

本資料 の表記にあたって  

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。 

 

○設定以来の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 

ＦＴＳＥオーストラリア 
国 債 イ ン デ ッ ク ス 債   券 

組 入 比 率 
債   券 
先 物 比 率 

純 資 産 
総 額 

(分配落) 
税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

（円換算ベース） 
期 中 
騰 落 率 

(設定日) 円 円 ％  ％ ％ ％ 百万円 

2016年７月１日 10,000 － － 122,062.21 － － － 150 

１期(2017年１月26日) 10,764 0 7.6 132,366.71 8.4 96.8 － 191 

２期(2018年１月26日) 11,238 0 4.4 139,360.82 5.3 97.5 － 219 

３期(2019年１月28日) 10,637 0 △5.3 132,822.81 △4.7 98.1 － 277 
 

（注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。 

（注） ＦＴＳＥオーストラリア国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、オーストラリア国債の総合収益率を指数化し

た債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進

を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確

性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の

知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。ＦＴＳＥオーストラリア国債インデックス（円換算ベース）とは、

ＦＴＳＥオーストラリア国債インデックスをもとに、委託会社が計算したものです。 

（注） 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。 

（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 

（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。 

（注） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。 
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 

ＦＴＳＥオーストラリア 
国 債 イ ン デ ッ ク ス 債   券 

組 入 比 率 
債   券 
先 物 比 率 

 騰 落 率 （円換算ベース） 騰 落 率 

(期  首) 円 ％  ％ ％ ％ 

2018年１月26日 11,238 － 139,360.82 － 97.5 － 

１月末 11,183 △0.5 138,678.00 △0.5 97.7 － 

２月末 10,749 △4.4 133,359.98 △4.3 97.5 － 

３月末 10,582 △5.8 131,366.20 △5.7 97.4 － 

４月末 10,566 △6.0 131,254.49 △5.8 97.6 － 

５月末 10,694 △4.8 132,949.63 △4.6 97.9 － 

６月末 10,582 △5.8 131,625.13 △5.6 98.4 － 

７月末 10,717 △4.6 133,433.65 △4.3 97.7 － 

８月末 10,570 △5.9 131,690.10 △5.5 98.4 － 

９月末 10,681 △5.0 133,103.21 △4.5 97.9 － 

10月末 10,557 △6.1 131,679.14 △5.5 98.2 － 

11月末 10,923 △2.8 136,406.56 △2.1 98.9 － 

12月末 10,454 △7.0 130,558.10 △6.3 95.7 － 

(期  末)       

2019年１月28日 10,637 △5.3 132,822.81 △4.7 98.1 － 
 

（注） 騰落率は期首比。 

（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 

（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。 
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス

運用経過
第３期：2018年１月27日～2019年１月28日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移
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（円） （百万円）

ベンチマーク：左目盛

基準価額：左目盛

純資産総額：右目盛

第 ３ 期 首 11,238円
第 ３ 期 末 10,637円
既払分配金 0円
騰 落 率 －5.3％

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金
（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、
ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについ
ては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。ま
た、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、
各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点に
ご留意ください。
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス

基準価額は期首に比べ5.3％の下落となりました。
基準価額の動き

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－4.7％）を0.6％下回り
ました。

ベンチマークとの差異

基準価額の主な変動要因

豪州の債券市況が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。
上昇要因

期の後半にかけて世界景気の減速懸念が高まったことなどから、豪ドル
が対円で売られたことが、基準価額の下落要因となりました。

下落要因

― 4 ―
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス

第３期：2018年１月27日～2019年１月28日

投資環境について

市況の推移（期首を100として指数化）
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108

2018/１/25 2018/５/24 2018/９/14 2019/１/18

ＦＴＳＥオーストラリア国債インデックス（Local）
債券市況
豪州準備銀行（ＲＢＡ）が政策金利を過
去最低水準で維持したことや、期の後半
にかけて世界景気の減速懸念が高まった
ことなどから、豪州の債券市況は上昇し
ました。

（注）現地日付ベースで記載しております。
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス

為替市況の推移（期首を100として指数化、対円）
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円・豪ドル

為替市況
円・豪ドル相場は、期の後半にかけて世
界景気の減速懸念が高まったことなどか
ら、下落しました。
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス

当該投資信託のポートフォリオについて

ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス
豪州債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ベンチマークであるＦ
ＴＳＥオーストラリア国債インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざ
して運用を行いました。
債券の実質組入比率は運用の基本方針にしたがって高水準を維持しました。このため基準価
額は、マザーファンドに組み入れられた資産の市況変動の影響を反映しています。

豪州債券インデックスマザーファンド
基準価額は期首に比べ4.7％の下落となりました。
豪州の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるＦＴＳＥオーストラリア国債イン
デックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、年限構成比がほぼ
同様になるようにポートフォリオを構築しました。

（ご参考）

■利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）
期首（2018年１月26日） 期末（2019年１月28日）

最終利回り 2.5％ 最終利回り 2.0％

直接利回り 3.4％ 直接利回り 3.2％

デュレーション 6.3年 デュレーション 6.6年

・数値は債券現物部分で計算しております。
・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンド
の「期待利回り」を示すものではありません。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を
示します。
・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについて
は債券先物を含めて計算しています。
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス

当該投資信託のベンチマークとの差異について
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（％）

ファンド ベンチマーク

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）

ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス
ベンチマークとのカイ離は△0.6％程度となりました。
マザーファンド保有以外の要因
ファンドの管理コスト等による影響は△0.6％程度で
した。
マザーファンド保有による要因
マザーファンド保有による影響は△0.0％程度でした。

豪州債券インデックスマザーファンド
ベンチマークは4.7％の下落となったため、カイ離は
△0.0％程度となりました。
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
主なプラス要因：評価時価差異要因※

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生
じる要因です。
主なマイナス要因：取引コスト要因

― 8 ―
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス

分配金について
収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通
りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産
中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳 （単位：円、１万口当たり、税込み）

項　目 第３期
2018年１月27日～2019年１月28日

当期分配金（対基準価額比率） －（－％）

当期の収益 －

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 1,375

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基
準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファ
ンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨て
で算出しているため合計が当期分配金と一致しな
い場合があります。

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス
ファンドの資産のほぼ全額を豪州債券インデックスマザーファンド受益証券に投資し、高い
実質外国公社債組入比率を維持します。

豪州債券インデックスマザーファンド
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

― 9 ―
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス

○１万口当たりの費用明細 (2018年１月27日～2019年１月28日) 

項 目 
当 期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率 

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 69  0.651  (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× 
           （期中の日数÷年間日数） 

 （ 投 信 会 社 ） (31)  (0.293)  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書 
等の作成等の対価 

 （ 販 売 会 社 ） (31)  (0.293)  交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 
の対価 

 （ 受 託 会 社 ） ( 7)  (0.065)  ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 

（b） そ の 他 費 用 14   0.129   (b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 

 （ 保 管 費 用 ） (13)  (0.121)  有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 

 （ 監 査 費 用 ） ( 0)  (0.004)  ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 

 （ そ の 他 ） ( 0)  (0.004)  信託事務の処理等に要するその他諸費用 

 合 計 83   0.780    

期中の平均基準価額は、10,662円です。  

 
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結

果です。 

（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 

（注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 

（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。 
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス

（参考情報）
■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有
価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じ
た数で除した総経費率（年率）は0.78％です。

その他費用
0.13％

運用管理費用（受託会社）
0.06％

運用管理費用（販売会社）
0.29％

運用管理費用（投信会社）
0.29％

総経費率
0.78％

（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた
簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手
数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、

これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生
した費用の比率とは異なります。
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス

○売買及び取引の状況 (2018年１月27日～2019年１月28日) 

 

銘 柄 
設 定 解 約 

口 数 金 額 口 数 金 額 
 千口 千円 千口 千円 
豪州債券インデックスマザーファンド 100,347 107,972 36,538 39,663 

 
 
 

○利害関係人との取引状況等 (2018年１月27日～2019年１月28日) 

 

＜ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス＞ 

 該当事項はございません。 

 

＜豪州債券インデックスマザーファンド＞ 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
為替直物取引 106 0.476964 0.4 38 － － 

平均保有割合 100.0%       
 
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。 
 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱
ＵＦＪ信託銀行です。 

 

○自社による当ファンドの設定・解約状況 (2018年１月27日～2019年１月28日) 

期首残高(元本) 当期設定元本 当期解約元本 期末残高(元本) 取引の理由 

百万円 百万円 百万円 百万円  
150 － － 150 当初設定時における取得 

 

  

親投資信託受益証券の設定、解約状況 

利害関係人との取引状況 
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス

○組入資産の明細 (2019年１月28日現在) 

 

銘 柄 
期首(前期末) 当 期 末 

口 数 口 数 評 価 額 

 千口 千口 千円 

豪州債券インデックスマザーファンド 192,880 256,690 277,661 
 
 
 

○投資信託財産の構成 (2019年１月28日現在) 

項 目 
当 期 末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

豪州債券インデックスマザーファンド 277,661 99.7 

コール・ローン等、その他 929 0.3 

投資信託財産総額 278,590 100.0 
 

（注） 豪州債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（277,326千円）の投資信託財産総額（277,667千円）に対

する比率は99.9％です。 

（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは

以下の通りです。 

１オーストラリアドル＝78.56円    

 

 

親投資信託残高 
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年１月28日現在) 

項 目 当 期 末 

  円 

(A) 資産 278,590,876   

 コール・ローン等 929,138   

 豪州債券インデックスマザーファンド(評価額) 277,661,738   

(B) 負債 844,953   

 未払信託報酬 839,976   

 未払利息 1   

 その他未払費用 4,976   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 277,745,923   

 元本 261,124,466   

 次期繰越損益金 16,621,457   

(D) 受益権総口数 261,124,466口 

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,637円 

 
＜注記事項＞ 

①期首元本額 194,926,621円 

期中追加設定元本額 109,366,099円 

期中一部解約元本額 43,168,254円 

また、１口当たり純資産額は、期末1.0637円です。 

 

○損益の状況 (2018年１月27日～2019年１月28日) 

項 目 当 期 

  円 

(A) 配当等収益 △       189   

 支払利息 △       189   

(B) 有価証券売買損益 △ 7,867,160   

 売買益 1,481,814   

 売買損 △ 9,348,974   

(C) 信託報酬等 △ 1,573,187   

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △ 9,440,536   

(E) 前期繰越損益金 15,112,826   

(F) 追加信託差損益金 10,949,167   

 (配当等相当額) (  14,052,280)  

 (売買損益相当額) (△ 3,103,113)  

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 16,621,457   

(H) 収益分配金 0   

 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 16,621,457   

 追加信託差損益金 10,949,167   

 (配当等相当額) (  14,368,492)  

 (売買損益相当額) (△ 3,419,325)  

 分配準備積立金 21,546,559   

 繰越損益金 △15,874,269   
 

（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて

表示しています。 

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設

定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 

 

②分配金の計算過程 

項 目 
2018年１月27日～ 
2019年１月28日 

費用控除後の配当等収益額 6,433,733円 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 －円 

収益調整金額 14,368,492円 

分配準備積立金額 15,112,826円 

当ファンドの分配対象収益額 35,915,051円 

１万口当たり収益分配対象額 1,375円 

１万口当たり分配金額 －円 

収益分配金金額 －円 
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス

＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に

お問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。 

 
［ お 知 ら せ ］ 

①商品性として無手数料とするため、販売手数料に係る記載の削除および記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。 

（2018年４月26日） 

②使用指数名称の変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。 

（2018年４月26日） 

③本資料内における旧シティ債券インデックスは、ブランド変更に伴い、ＦＴＳＥ債券インデックスの名称に変更しています。 

④2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興

特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））

の税率が適用されます。 
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